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第４期計画における「がん医療提供体制等」

県内では、がん診療を行う
一般の病院における受診（診
断）の割合が県全体では5割を
超え、県内のがん診療を行う
一般の病院と拠点病院等の連
携体制の構築が必要です。

現状と課題

県は、 がん診療を行う一般
の病院のうち、一定の要件を
満たす病院を県が指定する制
度を設けることなども含めて、
それらの病院が宮城県がん診
療連携協議会へ参加し、情報
共有しながら、がん医療の質
を高めあう仕組みを検討し、
県全体での医療提供体制の構
築に努め、がん患者への総合
的ながん医療の提供を進めて
いきます。

取組の方向性



患者住所地別・受診医療機関の内訳（平成28（2016）-令和元（2019）年）（県・圏域）
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出典：宮城県立がんセンター宮城県がん登録室「宮城県がん登録情報の集計結果」

２次医療圏

がん医療（第4期計画策定時での課題）

・県内の地域差の問題
・拠点病院以外の医療機関での診療割合が
高い（特に仙台圏域）

拠点病院とがん診療を行う
一般の病院との連携強化

課題
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がん診療連携拠点病院以外の診療割合
第１回協議会
資料から



県指定要件の方向性 （第1回協議会で了承）

がん診療連携拠点病院
（国の整備指針）

宮城県内の状況
指定要件の方向性

（国の整備指針を一部緩和）

診
療
実
績

・院内がん登録 年間 500件以上
・手術件数 年間 400件以上
・薬物療法 年間1,000人以上
・放射線治療 年間 200人以上
・緩和ケアチームの新規介入

年間 50人以上

それぞれ概ね9割以上であること

・中規模の病院（病床数）が多
く、拠点病院同等の診療実績が
見込めない。

・がんの診療を多く行っている病
院でも、放射線治療装置を有し
ていない病院がある。

以下の①～④のとおりとする

①手術、薬物療法等の診療実績は、国の基準
より引き下げて県独自の値を設定する。

②放射線治療装置の保有は、必須条件にしな
い（他病院との連携確保が条件）

③我が国に多いがん（大腸がん、肺がん、胃
がん、乳がん、前立腺がん、肝・胆・膵が
ん）のうち、いずれかの部位において、県
内の治療実績の一定割合を占める病院は、
すべての部位の治療実績を必須条件としな
い。

④人員配置の緩和
（専従の専門医等の配置要件、人数の緩和）

例外規定
（①～④のいずれかを満たさなくとも）
我が国に多いがん（大腸がん、肺がん、胃
がん、乳がん、前立腺がん、肝・胆・膵が
ん）を中心に総合的にがん診療を行ってい
る病院であって、所在する二次医療圏内に
ある拠点病院から遠隔地（例：〇〇㎞以上
など）にある場合

診
療
体
制
ほ
か

・診療機能
我が国に多いがん（大腸がん、
肺がん、胃がん、乳がん、前立
腺がん、肝・胆・膵がん）を中
心に集学的治療等の提供体制及
び標準的治療等の提供、緩和ケ
アの提供体制、地域連携の推進
体制、セカンドオピニオンに関
する体制、特性に応じた診療等
の提供体制

・診療従事者の配置・人材育成等

・研修の実施、カンファレンス
開催など

・専従の専門医等の配置

・相談支援及び情報の収集提供

がん相談支援センターの設置
など

・拠点病院以外の、がんの診療を
多く行っている病院では、我が
国に多いがん（大腸がん、肺が
ん、胃がん、乳がん、前立腺が
ん、肝・胆・膵がん）すべての
診療を行っていない病院が多い。

・中規模の病院の中には、専従の
専門医等の配置ができない病院
がある。

・2次医療圏が広範囲となっている
地域では、同医療圏内にある拠
点病院から離れた市町村にある
地域に、診療実績は少ないが、
がん診療を総合的に行っている
病院がある。
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第１回協議会
資料から



国のがん診療連携拠点病院と地域がん診療病院
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都道府県がん診療連携拠点病院

都道府県におけるがん対策の中心的な役割を担う

専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制の整備、
がん患者に対する相談支援及び情報提供を担う
（二次医療圏に原則として１か所整備）

隣接するがん診療連携拠点病院との連携を前提に、当該
病院とグループ指定を受け、連携して専門的な集学的治療
を実施する。
（がん診療連携拠点病院のない二次医療圏に１か所整備）

地域がん診療連携拠点病院

・手術、薬物療法、
放射線治療等の件数あり

・医師の配置要件あり

・診療実績の件数なし
（放射線治療設置が
未整備でも可）

・医師の配置要件緩和

→ 現在、宮城県内ではすべての二次医療圏に拠点病院が整備済なので指定はできない

地域がん診療病院

厚生労働省健康局長通知「がん診療
連携拠点病院等の整備について」
（令和４年８月１日付健発 0801第16号）

指定要件あり

グループ指定・連携

参考資料4参照

R1-R5年度までは、
みやぎ県南中核病院が指定

診療体制、診療実績、人材育成等、相談
支援など約200項目あり
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主な緩和要件 地域がん診療連携拠点病院 地域がん診療病院

整備要件
（放射線治療）

必須
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合
には、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携す
ることにより放射線治療を提供できる体制を整備すること。

診療実績

①または②を概ね満たすこと。なお、同一
がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定す
る場合は、①の項目を全て満たすこと。

① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。
・院内がん登録 年間 500件以上
・手術件数 年間 400件以上
・薬物療法 年間1,000人以上
・放射線治療 年間 200人以上
・緩和ケアチームの新規介入

年間 50人以上

（概ね：9割以上であること）

② 当該がん医療圏に居住するがん患者の
うち、２割程度について診療実績があるこ
と。

当該がん医療圏のがん患者を一定程度診療していること。

（「一定程度」の基準はなし）

医師の配置
（常勤１名以上）

・専従の薬物療法専門医
・専従の病理医

・専任の薬物療法専門医
・専任の病理医を配置することが望ましい

主な医療従事者
の配置

・専従の放射線治療専門の看護師
・専従の薬物療法専門の看護師
・専従の緩和ケア専門の看護師
・専任の細胞検査士

・専任の放射線治療専門の看護師を配置することが望ましい
・専任の薬物療法専門の看護師
・専従の緩和ケア専門の看護師を配置することが望ましい
・細胞検査士（専任ではなくとも可）

がん診療連携拠点病院と地域がん診療病院の指定要件の違い

診療件数の定めなし

人員要件の緩和

緩和

放射線治療は
必須ではない

第１回協議会で承認された方向性に近い
（緩和：放射線治療、人員配置の緩和）

緩和

緩和

緩和
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県の指定要件（案） ー 全体 ー

〇 国の「地域がん診療病院」指定要件をベースとする。

〇 指定要件の方向性②・④（４ページ参照）を踏まえ一部要件を緩和する。

資料２ー２参照

資料２－２で
国の指定要件を変更、
一部緩和した項目
について説明



県の指定要件（案） ー 診療実績 ー
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診療実績の要件 都道府県の数 備考

国の拠点病院
の指定要件

完全に準拠 （６ページの診療実績①及び②） 10

一部準拠 （６ページの診療実績①） 1

件数・人数を緩和 （６ページの診療実績①を緩和） 9 約35～80％程度に緩和

地域がん診療病院の要件（一定程度：件数の定めなし） 5

県独自に指定要件を設定 13 入院患者数、治療患者数

診療実績の要件なし 4

地域がん診療病院の指定要件は「当該がん医療圏のがん患者を一定程度診療していること」となっている
が、第１回協議会で承認された方向性では、「手術、薬物療法等の診療実績は、国の基準より引き下げて県
独自の値を設定する」としていたことから、県独自で設定する必要がある。

他都道府県での指定要件



県の指定要件（案）ー 診療実績 ー（方向性の①②③から）
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県独自指定病院の指定要件（案）

我が国に多いがん（大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、前立腺がん、肝・胆・膵がん）について、以下の診療
実績をそれぞれ概ね（９割）満たしていること。ただし、すべての部位の診療実績を必須条件としない。

院内がん登録 年間 250件以上 （※）
手術件数 年間 200件以上
薬物療法 年間 500人以上
緩和ケアチームの新規介入 年間 25人以上

※ なお、院内がん登録については、初回指定時点においては、要件を満たさなくともよいこととし、当該病院の
２回目の更新時点からは必須とする。

指定要件の方向性

① 手術、薬物療法等の診療実績は、国の基準より引き下げて県独自の値を設定する。
② 放射線治療装置の保有は、必須条件にしない（他病院との連携確保が条件）
③ 我が国に多いがん（大腸がん、肺がん、胃 がん、乳がん、前立腺がん、肝・胆・膵がん）のうち、いずれかの
部位において、県内の治療実績の一定割合を占める病院は、すべての部位の治療実績を必須条件としない。

・拠点病院以外のがん診療を行っている病院は、中規模の病院が多く、拠点病院同等の診療実績が見込めない。

・宮城県がん登録のデータから拠点病院以外の病院の登録数を考慮の上、件数・人数を緩和している他県の
例を参考に国拠点病院の指定要件の５０％に設定

・我が国に多いがんのすべてを必須としないで、特定の部位のみの合計数でも可能とする



県の指定要件（案）ー 診療実績 ー（例外規定から）
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・現在の二次医療圏は広範囲となっていることから、指定を受けようとする病院から拠点病院までの
移動時間が１時間以上（40ｋｍ）の場合を遠隔地とする。

指定要件の方向性

例外規定（①～④のいずれかを満たさなくとも）

我が国に多いがん（大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、前立腺がん、肝・胆・膵がん）を中心に総合的にがん
診療を行っている病院であって、所在する二次医療圏内にある拠点病院から遠隔地（例：〇〇㎞以上など）にあ
る場合

県独自指定病院の指定要件（案）

９ページの診療実績を満たさない場合であっても、

我が国に多いがん（大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、前立腺がん、肝・胆・膵がん）について総合的にがん
診療を行っている病院であって、所在する二次医療圏内にある拠点病院から遠隔地（40㎞以上）にある場合

１時間＝40ｋｍの根拠
（出典）

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 集計結果整理表
昼間旅行速度 宮城県全域（合計）38.0（km/h）



（参考）拠点病院の位置
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注）拠点病院の位置はおおよその場所で
プロットしています
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今後のスケジュール（予定）

指定を受けようとする病院は、申請書を県に提出

知事は、申請及び診療機能等の状況を総合的に勘案し、
適当と認められた病院を指定

更新

・がん相談支援センター開設、院内がん登録等開始
・毎年、現況報告書を県に提出

宮城県がん診療連携協議会への参画

指定

各病院に県指定要綱を通知令和７年度

（協議会へ報告）


